
○
決
算
委
員
会

予
備
費
等
承
諾
を
求
め
る
の
件
（
一
二
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

件
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議
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付
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委
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議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
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会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及

び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）

（
衆
）

五
九
、
二
、
二
八

第
百
一
回

国
会

六
一
、
四
、
二
二

六
一
、
五
、
一
二

承
　
　
諾

六
一
、
五
、
一
四

承
　
　
諾

六
〇
、
一
二
、
二
四

六
一
、
四
、
二
一

 
 

承
　
　
諾

六
一
、
四
、
二
二

承
　
　
諾

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及

び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）
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二
、
二
八

第
百
一
回

国
会

四
、
二
二

　
　
五
、
一
二

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
四

承
　
　
諾

一
二
、
二
四
　
　
　
四
、
二
一

 

承
　
　
諾

　
　
　
四
、
二
二

承
　
　
諾

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に

基
づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費

増
額
調
書
（
そ
の
１
）

"

　
　
二
、
二
八

第
百
一
回

国
会

四
、
二
二

　
　
　
五
、
一
二

承
　
　
諾

　
　
　
五
、
一
四

承
　
　
諾

一
二
、
二
四
　
　
四
、
二
一

承
　
　
諾

　
　
　
四
、
二
二

承
　
　
諾

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及

び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

"

　
　
一
二
、
二
一

第
百
二
回

国
会

四
、
二
二

　
　
　
五
、
一
二
　
　
　
五
、
一
四

　
　

承
　
諾　
　
　
　
　
　

承
　
諾

一
二
、
二
四
　
　
　
四
、
二
一

 

承
　
　
諾

　
　
四
、
二
二

承
　
　
諾

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及

び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

"

　
　
一
二
、
二
一

第
百
二
回

国
会

四
、
二
二

　
　
　
五
、
一
二

承
　
　
諾

　
　
　
五
、
一
四

承
　
　
諾

一
二
、
二
四

　
　
　
四
、
二
一

 
 

承
　
　
諾

　
　
　
四
、
二
二

承
　
　
諾

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に

基
づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費

増
額
調
書
（
そ
の
２
）

"

　
　
一
二
、
二
一

第
百
二
回

国
会

四
、
二
二

　
　
五
、
一
二

承
　
　
諾

　
　
　
五
、
一
四

承
　
　
諾

一
二
、
二
四

　
　
四
、
二
一

承
　
　
諾

　
　
四
、
二
二

承
　
　
諾

昭
和
五
十
九
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及

び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

衆

六
〇
、
一
二
、
二
四

六
〇
、
一
二
、
二
四

　
　
（
予
）

一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
　
査



昭
和
五
十
九
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及

び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

衆

六
〇
、
一
二
、
二
四

六
〇
一
二
、
二
四

　
　
（
予
）

六
〇
、
一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
九
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に

基
づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費

増
額
調
書
（
そ
の
２
）

"

一
二
、
二
四

一
二
、
二
四

（
予
）

一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
六
十
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
1
）

"

六
一
、
二
、
二
五

六
一
、
二
、
二
五

　
　
（
予
）

六
一
、
二
、
二
五

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
六
十
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
1
）

"

二
、
二
五

二
、
二
五

（
予
）

二
、
二
五

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
六
十
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
二
条
に
基

づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増

額
調
書
（
そ
の
１
）

" 
 
 
 
 
 
 

二
、
二
五

二
、
二
五

（
予
）

二
、
二
五

継
　
続
　
審
　
　
査

決
算
そ
の
他
（
六
件
）

備
考
欄
記
載
事
項
は
本
院
に
つ
い
て
の
も
の

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
八
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

八
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
八
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
五
九
、
一
二
、
二
一

（
第
百
二
回
国
会
）

六
〇
、
一
二
、
二
四
六
一
、
五
、
一
六

 

議
　
　
決

六
一
、
五
、
二
二

議
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
二
四 

継
　
　
続
　
　
審
　
　
査

百
二
回
国
会

　
大
蔵
大
臣
報
告

　
継

　
　
　
　
　
　
　
続

百
三
回
国
会

　
未
　
　
　
　
　
　
　
了



件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

　
　
　
六
〇
、
一
、
二
九

（
第
百
二
回
国
会
）

六
〇
、
一
二
、
二
四

六
一
、
五
、
一
六

議
　
　
決

六
一
、
五
二
二

議
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
　
査

百
二
回
国
会

　
継
　
　
　
　
　
　
　 

続

百
三
回
国
会

　
未
　
　
　
　
　 
 
 

了

 

昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

　
　
　
　
　
　
一
、
二
九

（
第
百
二
回
国
会
）

一
二
、
二
四

　
　
　
五
、
一
六

 

議
　
　
決

　
　
　
五
、
二
二

議
　
　
決

一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
　
査

昭
和
五
十
九
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
九
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

九
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
九
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

一
二
、
二
四 
 

六
一
、
五
、
二
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五
、
一
三
 

継
　
続
　
審
　
　
査

　
　
　
　
　
　
六
一
、
五
、
二
二

 

大
蔵
大
臣
報
告

昭
和
五
十
九
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

六
一
、
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、
二
八 
 
 
 
 

一
、
二
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一
、
二
八
 

継
　
　
続
　
審
　
　
査

昭
和
五
十
九
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

一
、
二
八

　 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
二
八

 
 
 
 
 
 
 

一
、
二
八

継
　
続
　
審
　
　
査

 
　
　
　
　
　

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

 
　
　
　
　
　

使
用
調
書
（
そ
の
１
）
（
第
百
一
回
国
会
提
出
）

 
　
　
　
　
　

昭
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五
十
八
年
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特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
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各
省
各
庁
所
管

 
　
　
　
　
　

使
用
調
書
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そ
の
1
）
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第
百
一
回
国
会
提
出
）

 
 
 
　
　
　

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費
増
額 　

　
　
　
　
　

総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）
（
第
百
一
回
国

　
　
　
　
　
　

会
提
出
）

　
　
　
　
　
　

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

　
　
　
　
　
　

使
用
調
書
（
そ
の
２
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

　
　
　
　
　
　

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
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各
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各
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管



件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
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議
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会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

　
　
　
六
一
、
一
、
二
九

（
第
ぼ
二
回
国
会
）

六
〇
、
一
二
、
二
四

六
一
、
五
、
一
六

議
　
　
決

六
一
、
五
二
二

議
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
　
査

百
二
回
国
会

　
継
　
　
　
　
　
　
　
続

百
三
回
国
会

　　

未
　
　
　
　
　　

了

昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

　
　
　
　
　
　
一
、
二
九

（
第
百
二
回
国
会
）

一
二
、
二
四

　
　
　
五
、
一
六

議
　
　
決

　
　
　
五
、
二
二

議
　
　
決

一
二
、
二
四

継
　
続
　
審
　
　
査

昭
和
五
十
九
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
九
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

九
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
九
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

一
二
、
二
四 
 

六
一
、
五
、
二 

二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
一
三
 

継
　
続
　
審
　
　
査

　
　
　
　
　
　
六
一
、
五
、
二
二

大
蔵
大
臣
報
告

昭
和
五
十
九
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

六
一
、
一
、
二
八 
 
 
 
 
 

一
、
二
八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

一
二
、
八

継
　
　
続
　
審
　
　
査　

昭
和
五
十
九
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
二
八

　　

一
、
二
八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
二
八

継
　
続
　
審
　
　
査

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書
（
そ
の
１
）
（
第
百
一
回
国
会
提
出
）

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書
（
そ
の
1
）
（
第
百
一
回
国
会
提
出
）

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費
増
額

総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）
（
第
百
一
回
国

会
提
出
）

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書
（
そ
の
２
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管



使
用
調
書
（
そ
の
２
）
（
第
百
二
回
国
会
提
出
）

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費
増
額

総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
２
）
（
第
百
二
回
国

会
提
出
）

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備

　
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
1
）
外
五
件

　
に
つ
き
ま
し
て
、
決
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に

　
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
こ
れ
ら
六
件
は
、
財
政
法
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
の
事
後
承
諾
を

　
求
め
る
た
め
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
昭

　
和
五
十
八
年
度
中
に
お
い
て
、
使
用
ま
た
は
増
額
の
決
定
が
な
さ
れ

　
た
一
般
会
計
、
特
別
会
計
の
予
備
費
関
係
経
費
で
あ
り
、
そ
の
主
な

　
費
目
は
、
災
害
復
旧
、
総
理
大
臣
の
外
国
訪
問
、
衆
議
院
議
員
総
選

　
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
関
係
に
必
要
な
経
費
、
並
び

　
に
退
職
手
当
、
雇
用
保
険
の
求
職
者
給
付
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
、

　
国
民
健
康
保
険
事
業
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
等
の
不
足
を
補
う
た
め

　
に
必
要
な
経
費
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
六
件
を
一
括
し
て
昭
和
五
十

八
年
度
決
算
外
二
件
と
共
に
審
査
い
た
し
ま
し
た
が
、
質
疑
の
内
容

に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
直
ち
に
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共

産
党
を
代
表
し
て
橋
本
委
員
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予

備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の

1
）
、
同

（
そ
の
２
）
並
び
に
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一

条
に
基
づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書

（
そ
の
２
）
以
上
三
件
に
つ
い
て
は
賛
成
、
他
の
三
件
に
は
反
対
す

る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
予
備
費
関
係
六
件
に
つ
き
ま
し

て
、
多
数
を
も

つ
て
承
諾
を
与
え
る
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。

　　

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
八
年
度
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
八
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払

計
算
書
、
昭
和
五
十
八
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書
（
第
百
二
回
国
会

提
出
）

昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
百
二
回

国
会
提
出
）



昭
和
五
十
八
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
百
二
回
国

会
提
出
）

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
五
十
八
年
度
決
算
外
二
件
に

　
つ
き
ま
し
て
、
決
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に
つ

　
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
昭
和
五
十
八
年
度
決
算
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
国

　
会
に
提
出
さ
れ
、
同
六
十
年
五
月
三
十
一
日
当
委
員
会
に
付
託
と
な

　
り
、
ま
た
国
有
財
産
関
係
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
六
十
年
一
月

　
二
十
九
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
当
委
員
会
で
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
決
算
外
二
件
の
審
査
に
当
た

　
り
ま
し
て
は
、
国
会
の
議
決
し
た
予
算
が
法
規
に
基
づ
き
厳
正
か
つ

　
効
率
的
に
執
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
し
、
あ
わ
せ
て
政

　
府
の
施
策
全
般
に
つ
い
て
広
く
国
民
的
視
野
か
ら
、
実
績
批
判
を
行

　
い
、
そ
の
結
果
を
将
来
の
予
算
策
定
及
び
そ
の
執
行
に
反
映
さ
せ
る

　
べ
き
で
あ
る
と
の
観
点
に
立
つ
て
審
査
を
行
つ
て
き
た
の
で
あ
り
ま

　
す
。

　
　
審
査
の
た
め
委
員
会
を
開
く
こ
と
十
七
回
、
別
に
述
べ
る
よ
う
な

　
内
閣
に
対
す
る
警
告
に
か
か
わ
る
質
疑
の
ほ
か
、
決
算
審
査
の
充
実
、

会
計
検
査
院
法
改
正
、
財
政
再
建
、
行
政
改
革
、
外
交
・
防
衛
、
教

育
に
関
す
る
問
題
を
初
め
、
平
和
相
互
銀
行
問
題
、
豊
田
商
事
事
件

及
び
冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
解
約
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
行
財
政
全
般
に

つ
い
て
熱
心
な
論
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
昭
和
六
十
一
年
五
月
十
六
日
、
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま

し
た
。

　
議
決
案
の
第
一
は
、
本
件
決
算
の
是
認
、
第
二
は
、
内
閣
に
対
す

る
六
項
目
の
警
告
で
あ
り
ま
す
。

　
討
論
で
は
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
梶
原
理
事
、
公
明
党
・
国

民
会
議
を
代
表
し
て
服
部
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
橋
本
委

員
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
関
委
員
、
ま
た
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
新
党
を
代
表
し
て
木
本
委
員
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
件
決
算
は
是

認
で
き
な
い
が
、
内
閣
に
対
す
る
警
告
案
に
は
賛
成
で
あ
る
旨
の
意

見
が
述
べ
ら
れ
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
堀
江

理
事
か
ら
、
本
件
決
算
を
是
認
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
に
対
す
る
警

告
案
に
も
賛
成
で
あ
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
議
決
案
を
採
決
の
結
果
、
本
件
決
算
は
多
数
を

も
つ
て
是
認
す
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ
、
次
い
で
、
内
閣
に
対
す
る

警
告
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
も
つ
て
警
告
す
べ
き
も
の
と
議



決
さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
五
十
八
年
度
決
算
に
か
か
わ
る
内
閣
に
対
す
る
警
告
は
次
の

と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

(1)

最
近
、
日
本
道
路
公
団
横
浜
管
理
事
務
所
及
び
海
洋
科
学
技
術

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
収
賄
事
件
あ
る
い
は
背
任
事
件
が
発
生
し
、

ま
た
、
公
務
員
等
が
、
い
わ
ゆ
る
国
鉄
ゲ
リ
ラ
事
件
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
破
壊
行
為
に
参
加
し
て
逮
捕
さ
れ
る
な
ど
、
公
務
に
携
わ

る
者
と
し
て
、
厳
し
く
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
が
発

生
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
公
務
員
等
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
損
な
う
こ
の
よ

う
な
事
件
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
厳
正
な
綱
紀
の
粛
正
を
図

る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
に
対
し
て
も
指
導
を
強
化
す
べ
き
で
あ

る
。

(2)

わ
が
国
の
政
府
開
発
援
助
は
、
年
々
増
加
し
、
そ
の
額
は
膨
大

な
も
の
と
な
つ
て
い
る
が
、
援
助
の
目
的
が
十
分
に
達
せ
ら
れ
て

い
な
い
と
の
指
摘
が
決
算
審
査
の
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と

は
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
政
府
開
発
援
助
の
原
資
が
国
民
の
税
金
等
で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
同
援
助
が
相
手
国
国
民
の
生
活
向
上
と
民
生
安

定
に
資
す
る
た
め
、
適
正
か
つ
有
効
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
援
助

の
実
施
手
続
及
び
評
価
体
制
の
改
善
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

(3)

一
部
の
精
神
病
院
に
お
い
て
、
同
意
入
院
患
者
の
保
護
義
務
者

の
選
定
に
必
要
な
手
続
を
踏
ん
で
い
な
い
ま
ま
入
院
さ
せ
て
い
た

事
例
、
あ
る
い
は
病
院
内
に
お
け
る
調
査
請
求
制
度
の
周
知
方
が

十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
患
者
が
同
制
度
を
活
用
し
難
い

事
例
な
ど
が
あ
つ
た
こ
と
は
、
精
神
病
院
に
お
け
る
入
院
患
者
の

人
権
擁
護
の
見
地
か
ら
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
同
意
入
院
制
度
の
見
直
し
を
は
じ
め
と
し
て
精
神
衛

生
法
を
整
備
し
、
精
神
病
院
に
対
し
て
は
、
各
都
道
府
県
を
通
じ
、

入
院
患
者
に
調
査
請
求
制
度
を
周
知
徹
底
す
る
な
ど
一
層
指
導
監

督
に
努
め
、
も
つ
て
精
神
障
害
者
の
人
権
の
確
保
を
図
る
べ
き
で

あ
る
。

(4)

農
林
水
産
省
の
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
の
中
に
は
、
設
定
さ

れ
た
工
期
を
た
び
た
び
変
更
し
、
着
工
以
来
長
期
間
を
経
過
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
完
了
に
至
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
に

要
し
た
国
の
財
政
資
金
及
び
事
業
の
完
了
後
受
益
農
家
が
負
担
す

る
総
償
還
額
が
増
嵩
し
て
い
る
事
業
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
政
府
は
、
同
事
業
が
相
当
の
年
月
を
要
す
る
も
の
と
は
い
え
、

所
期
の
工
期
を
大
幅
に
超
過
す
る
こ
と
は
、
そ
の
間
に
農
業
を
取

り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
に
著
し
い
変
化
を
生
じ
る
こ
と
、
受
益
者



が
高
齢
化
す
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
ま
た
投
下
さ
れ
た
巨
額
な

財
政
資
金
の
効
果
の
速
や
か
な
発
現
を
図
る
観
点
か
ら
、
継
続
中

の
事
業
を
一
層
促
進
し
、
そ
の
早
期
完
了
に
努
め
、
受
益
農
家
に

事
業
の
遅
延
に
よ
る
過
大
な
負
担
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
格
段
の
努

力
を
す
べ
き
で
あ
る
。

(5)

中
小
企
業
事
業
団
が
行
つ
て
い
る
撚
糸
機
械
の
設
備
共
同
廃
棄

事
業
に
係
る
資
金
貸
し
付
け
を
受
け
て
い
る
日
本
撚
糸
工
業
組
合

連
合
会
の
不
正
経
理
に
端
を
発
し
、
同
連
合
会
の
監
督
官
庁
で
あ

る
通
商
産
業
省
の
職
員
が
収
賄
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
は
、
極

め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
こ
の
種
事
態
の
再
発
防
止
の
た
め
、
実
効
あ
る
綱
紀

粛
正
策
を
一
層
推
進
し
、
行
政
に
対
す
る
国
民
の
不
信
を
招
く
こ

と
の
な
い
よ
う
厳
正
を
期
す
と
と
も
に
、
設
備
共
同
廃
棄
事
業
に

つ
い
て
は
見
直
し
を
含
め
、
指
導
の
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

(6)

建
設
省
が
、
通
商
産
業
省
総
合
庁
舎
建
設
に
伴
う
空
気
調
和
設

備
工
事
の
施
行
に
当
た
り
、
自
動
制
御
設
備
の
機
器
材
料
費
を
重

複
し
て
積
算
し
た
た
め
、
契
約
額
が
過
大
に
な
り
国
損
を
招
く
事

態
が
発
生
し
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
積
算
誤
り
を
防
止
す
る
た
め
、

積
算
体
制
の
全
面
的
見
直
し
の
ほ
か
、
職
員
の
教
育
、
訓
練
の
充

実
等
を
図
り
、
官
庁
営
繕
工
事
の
予
算
執
行
に
厳
正
を
期
す
べ
き

で
あ
る
。

　
次
に
、
国
有
財
産
関
係
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、

い
ず
れ
も
多
数
を
も
つ
て
異
議
が
な
い
と
議
決
さ
れ
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




